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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】令和2年6月25日(2020.6.25)

【公表番号】特表2019-518382(P2019-518382A)
【公表日】令和1年6月27日(2019.6.27)
【年通号数】公開・登録公報2019-025
【出願番号】特願2018-563620(P2018-563620)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｗ  76/11     (2018.01)
   Ｈ０４Ｗ   8/06     (2009.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｗ   76/11     　　　　
   Ｈ０４Ｗ    8/06     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年5月14日(2020.5.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の識別子と関連付けられた第１の装置に第２の識別子を割り当てるよう作動するア
プリケーションプロバイダであって、前記第１の識別子は元の電気通信会社から割り当て
られ、第２の装置の識別子と前記第２の識別子は別の電気通信会社と関連付けられている
前記アプリケーションプロバイダと；
　通信を開始し、前記第１の装置とサーバの間の接続を確立するための複数の第１の通信
ネットワークのうちの少なくとも１つの第１の通信ネットワークを選択することで、前記
第１の装置が前記第２の識別子を送信者識別子として用いて前記選択した第１の通信ネッ
トワークを介して前記サーバに前記通信を送信するように作動する前記第１の装置と；
　前記サーバであって、
　　前記第１の装置からの前記通信を受信した後に前記第２の識別子を前記第１の識別子
と置換し；
　　前記第２の装置と前記サーバの間で接続された複数の第２の通信ネットワークのうち
の少なくとも１つの第２の通信ネットワークを選択し；
　　前記第１の識別子を前記第２の識別子として用いて前記選択した第２の通信ネットワ
ークを介して前記通信を前記第２の装置に送信するよう作動する前記サーバと；
　前記サーバから前記第１の識別子を前記送信者識別子として持つ前記通信を受信するよ
う作動する前記第２の装置とからなる、複数のネットワークを通じて通信するためのシス
テム。
【請求項２】
　前記第１の装置は、前記第１の通信ネットワークの状態および前記第２の通信ネットワ
ークの状態をチェックするよう作動する、請求項１に記載の複数のネットワークを通じて
通信するためのシステム。
【請求項３】
　前記複数の第１および第２の通信ネットワークは、回路交換（ＣＳ）ネットワークおよ
びインターネットプロトコル（ＩＰ）ネットワークを含む、請求項２に記載の複数のネッ
トワークを通じて通信するためのシステム。
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【請求項４】
　前記第１の装置は、前記第１の通信ネットワークの状態として前記ＩＰネットワークの
品質をチェックするとともに、前記ＩＰネットワークの前記チェックした品質に応じて前
記ＩＰネットワークおよび前記ＣＳネットワークの少なくとも一方を選択し；
　前記サーバは、前記第２の通信ネットワーク状態としてＩＰネットワーク品質をチェッ
クするとともに、前記チェックしたＩＰネットワーク品質に応じて前記ＩＰネットワーク
および前記ＣＳネットワークの少なくとも一方を決定する、請求項３に記載の複数のネッ
トワークを通じて通信するためのシステム。
【請求項５】
　前記サーバは、前記選択した第１の通信ネットワークに応じて前記第２の識別子を前記
送信者識別子として利用すべきかどうかを決定するよう作動する、請求項４に記載の複数
のネットワークを通じて通信するためのシステム。
【請求項６】
　前記選択した第１の通信ネットワークが前記ＩＰネットワークである場合、前記第１の
装置は前記ＩＰネットワークを介して前記サーバに前記通信を送信し、前記選択した第１
の通信ネットワークが前記ＣＳネットワークである場合、前記第１の装置は前記第２の識
別子を前記送信者識別子として用いて前記ＣＳネットワークを介して前記サーバに前記通
信を送信する、請求項５に記載の複数のネットワークを通じて通信するためのシステム。
【請求項７】
　前記第１の装置によって要求された前記通信がリッチメッセージの形式である場合には
、
　前記選択した第１の通信ネットワークが前記ＩＰネットワークである場合、前記第１の
装置は前記ＩＰネットワークを介して前記サーバに前記リッチメッセージを送信するよう
作動し、
　前記選択した第１の通信ネットワークが前記ＣＳネットワークである場合、前記第１の
装置は前記ＣＳネットワークを介して前記サーバに前記リッチメッセージに対応する簡易
メッセージを送信するよう作動する、請求項６に記載の複数のネットワークを通じて通信
するためのシステム。
【請求項８】
　前記選択した第２の通信ネットワークが前記ＩＰネットワークである場合、前記サーバ
は前記ＩＰネットワークを介して前記第２の装置に前記リッチメッセージを送信するよう
作動し、前記選択した第２の通信ネットワークが前記ＣＳネットワークである場合、前記
サーバは前記ＣＳネットワークを介して前記第２の装置に前記リッチメッセージに対応す
る前記簡易メッセージを送信するよう作動する、請求項７に記載の複数のネットワークを
通じて通信するためのシステム。
【請求項９】
　前記サーバは前記第２の通信ネットワークの状態を再チェックするよう作動し、
　再選択した第２の通信ネットワークが前記ＩＰネットワークである場合、前記サーバは
前記第２の装置に同期して前記第２の装置内で前記簡易メッセージを前記リッチメッセー
ジと置換する、請求項８に記載の複数のネットワークを通じて通信するためのシステム。
【請求項１０】
　前記第２の装置はユーザインタフェース上に前記第１の識別子を前記送信者識別子とし
て表示するよう作動する、請求項１に記載の複数のネットワークを通じて通信するための
システム。
【請求項１１】
　前記第２の装置が別の通信を要求すると、前記第２の装置は前記第２の装置と前記サー
バの間で接続された前記複数の第２の通信ネットワークのうちの前記少なくとも１つの第
２の通信ネットワークを選択するよう作動し、前記第２の装置は前記第１の識別子を受信
者識別子として用いて前記選択した第２の通信ネットワークを介して前記サーバに前記別
の通信を送信するよう作動する、請求項４に記載の複数のネットワークを通じて通信する
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ためのシステム。
【請求項１２】
　前記サーバは前記第１の装置と前記サーバの間で接続された前記複数の第１の通信ネッ
トワークのうちの前記少なくとも１つの第１の通信ネットワークを選択するよう作動し、
前記第２の識別子を前記受信者識別子として用いて前記選択した第１の通信ネットワーク
を介して前記第１の装置に前記別の通信を送信する、請求項１１に記載の複数のネットワ
ークを通じて通信するためのシステム。
【請求項１３】
　前記サーバは、前記選択した第１の通信ネットワークに応じて前記第２の識別子を前記
受信者識別子として使用するかどうかを決定するよう作動する、請求項１２に記載の複数
のネットワークを通じて通信するためのシステム。
【請求項１４】
　前記第１の識別子はホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）に前記第１の装置の国際移
動電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ）と関連して格納され、
　前記第１の装置がアプリケーションに参加すると、前記アプリケーションプロバイダは
前記第２の識別子を割り当て、前記第２の識別子が前記ＩＭＳＩと関連して格納されるよ
うに前記ＨＬＲを更新する、請求項１に記載の複数のネットワークを通じて通信するため
のシステム。
【請求項１５】
　第１の識別子と関連付けられた第１の装置により、通信を開始するステップであって、
前記第１の識別子は元の電気通信会社から割り当てられ、アプリケーションプロバイダが
前記第１の装置に第２の識別子を割り当て、第２の装置の識別子と前記第２の識別子は別
の電気通信会社と関連付けられている前記ステップと；
　前記第１の装置により、前記第１の装置とサーバの間で接続された複数の第１の通信ネ
ットワークのうちの少なくとも１つの第１の通信ネットワークを選択するステップと；
　前記第２の識別子を送信者識別子として用いて前記選択した第１の通信ネットワークを
介して前記サーバに前記第１の装置からの前記通信を送信するステップと；
　前記サーバにより、前記第２の識別子を前記第１の識別子と置換するステップと；
　前記サーバにより、前記第２の装置と前記サーバの間で接続された複数の第２の通信ネ
ットワークのうちの少なくとも１つの通信ネットワークを選択するステップと；
　前記第１の識別子を前記送信者識別子として用いて前記選択した第２の通信ネットワー
クを介して前記第２の装置に前記サーバからの前記通信を送信するステップと；
　前記第２の装置により、前記サーバから前記第１の識別子を前記送信者識別子として持
つ前記通信を受信するステップとからなる、複数のネットワークを通じて通信するための
方法。
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